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            開議 午後１時25分 

○議長（谷 康男君） こんにちは。 

 携帯電話をマナーモードに切り替えてください。 

 定例会初日からの議案審議でお疲れのところお集まりくださいまして、ありがとうござ

います。 

 本日は３月５日に各常任委員会へ付託しました議案等の委員会審査報告、また追加議案

が提案されております。 

 なお、本日の議事日程につきましては、３月14日開催の議会運営委員会においてお手元

に配付のとおり決定しましたので、よろしくお願いします。 

 本日の欠席届出議員は10番中松議員です。ただいまの出席議員は13名で、定足数に達し

ておりますので、本日の会議は成立しました。 

 これより開会します。（午後１時26分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告事項でありますが、町長からの専決処分の報告４件はお手元に配付

のとおりでありますので、朗読は省略します。 

 これより日程に入ります。 

 お諮りします。 

 日程第１及び日程第２の各常任委員会審査報告は、付託議案の審査報告を一括して行

い、その後質疑を行います。２つの常任委員会からの報告、質疑が終了後、委員会付託さ

れた全ての議案について、１議案ごとに討論、採決を行いたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第１０号～１１号、１４号、１６号～１７号、３６号、４３号に対す 

       る総務建設常任委員会審査報告 

○議長（谷 康男君） それでは、日程第１、議案第10号から議案第11号、議案第14号、

議案第16号から議案第17号、議案第36号及び議案第43号に対する総務建設常任委員会審査

報告を議題といたします。 

 総務建設常任委員長の審査報告を求めます。安井委員長。 

○総務建設常任委員長（安井信之君） 令和７年３月19日。小豆島町議会議長谷康男殿。
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総務建設常任委員会委員長安井信之。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会は、３月５日に付託された議案について慎重に審査した結果、次のとおり決定

したので、会議規則第76条の規定により報告します。記。 

 １．委員会開催年月日。令和７年３月11日、12日、13日。 

 ２．審査の経過。理事者の出席を求め詳細な説明を受け、各委員より質疑、意見を求

め、慎重に審査した。 

 ３．件名及び審査の結果。 

 (1)議案第10号小豆島町犯罪被害者等支援条例について。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (2)議案第11号小豆島町企業立地促進条例について。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (3)議案第14号小豆島ふるさと村条例の一部を改正する条例について。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (4)議案第16号小豆島町営住宅条例の一部を改正する条例について。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (5)議案第17号小豆島町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例について。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (6)議案第36号令和７年度小豆島町一般会計予算。 

 次の意見を付して、原案どおり可決すべきものと決定した。 

 個別意見。 

 税務課。入島税（訪問税）の導入及び入湯税の課税対象について、調査・研究を進めら

れたい。 

 建設課。駐車場を含めた池田港の再整備について検討されたい。 

 (7)議案第43号小豆島産業会館の指定管理者の指定について。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。以上です。 

○議長（谷 康男君） 委員長報告が終わりました。 

 議案第10号から議案第11号、議案第14号、議案第16号から議案第17号、議案第36号及び

議案第43号について、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３７号～４２号に対する教育民生常任委員会審査報告 

○議長（谷 康男君） 次、日程第２、議案第37号から議案第42号に対する教育民生常任

委員会審査報告を議題といたします。 

 教育民生常任委員長の審査報告を求めます。三木委員長。 

○教育民生常任委員長（三木 卓君） 令和７年３月19日。小豆島町議会議長谷康男殿。

教育民生常任委員会委員長三木卓。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会は、３月５日に付託された議案について慎重に審査した結果、次のとおり決定

したので、会議規則第76条の規定により報告いたします。 

 １．委員会開催年月日。令和７年３月14日。 

 ２．審査の経過。理事者の出席を求め詳細な説明を受け、各委員より質疑、意見を求

め、慎重に審査した。 

 ３．件名及び審査の結果。 

 (1)議案第37号令和７年度小豆島町国民健康保険事業特別会計予算。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (2)議案第38号令和７年度小豆島町後期高齢者医療事業特別会計予算。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (3)議案第39号令和７年度小豆島町介護保険事業特別会計予算。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (4)議案第40号令和７年度小豆島町介護サービス事業特別会計予算。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (5)議案第41号令和７年度小豆島町介護予防支援事業特別会計予算。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。 

 (6)議案第42号令和７年度小豆島町介護保険施設事業会計予算。 

 原案どおり可決すべきものと決定した。以上です。 

○議長（谷 康男君） 委員長報告が終わりました。 

 議案第37号から議案第42号について、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第１０号～１１号、１４号、１６号～１７号、３６号～４３号に対す 

       る討論及び採決 

○議長（谷 康男君） それでは、日程第３、議案第10号から議案第11号、議案第14号、

議案第16号から議案第17号、議案第36号から議案第43号に対する討論及び採決を行いま

す。 

 まず、議案第10号小豆島町犯罪被害者等支援条例について、これから討論を行います。

討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第10号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第10号小豆島町犯罪被害者等

支援条例については委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第11号小豆島町企業立地促進条例について、これから討論を行います。討論は

ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第11号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第11号小豆島町企業立地促進

条例については委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第14号小豆島ふるさと村条例の一部を改正する条例について、これから討論を

行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第14号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第14号小豆島ふるさと村条例

の一部を改正する条例については委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第16号小豆島町営住宅条例の一部を改正する条例について、これから討論を行

います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第16号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第16号小豆島町営住宅条例の

一部を改正する条例については委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第17号小豆島町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例について、これから

討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第17号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第17号小豆島町営改良住宅管

理条例の一部を改正する条例については委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第36号令和７年度小豆島町一般会計予算について、これから討論を行います。

討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 まず、原案に反対の方から発言を許します。13番鍋谷議員。 

○１３番（鍋谷真由美君） 私は、議案第36号令和７年度小豆島町一般会計予算に反対の

立場で討論を行います。 

 今、物価の高騰が町民の暮らしと営業に大きな打撃を与えています。しかし、残念なが
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ら、国の政策は国民の願いに応えるものにはなっていません。このようなときに自治体に

求められることは、国の悪政から住民を守ること、国に政策の転換を求めること、町とし

て町民の願いに応える政策を実施することだと考えます。 

 提出された予算は129億2,700万円と過去最高となっています。その中で、例えば統合小

学校整備事業や池田小学校体育館空調等整備事業、さらに学校給食費の無償化、子供医療

費支給など町民の願いに応えるもの、そしてその他暮らしに密着する必要なものについて

は当然賛成です。求めていた高齢者帯状疱疹予防接種事業や中学校への学校司書配置など

が実現したことは歓迎するものです。しかし、部落解放同盟への補助金をはじめとする同

和関連予算が全く見直しもされず計上されていること、そして議員や特別職の期末手当の

引上げがされることは、町民の理解を得られないと考えます。また、新規事業が多い観光

や産業関連予算に比べて住民の生活支援の施策は不十分ではないでしょうか。例えば、補

聴器の補助などは、その気になったらすぐにできるのではないでしょうか。 

 物価高騰で暮らしと経営が大きな打撃を受け、地域経済の疲弊が深刻になっているとき

だからこそ、地方自治体の一番の役割である住民の福祉の増進という自治体の本来の仕事

こそ、重点として進めるべきであると重ねて申し上げまして反対討論といたします。以上

です。 

○議長（谷 康男君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。１番大下議員。 

○１番（大下 淳君） 私は、議案第36号について賛成の立場で意見を述べたいと思いま

す。 

 令和７年度小豆島町一般会計予算は、次代に夢をつなぐ、持続可能なまちづくりを目指

し、産業の再興と雇用基盤の強化、公共交通の確保と港の再整備、教育施設の再編による

教育、子育て環境の充実、集落活性と空き家活用、安全・安心施策の推進などの事業を重

点的に推進するとともに、「島は１つ」に向けて土庄町とさらなる連携強化を図るなど、

小豆島町及び小豆島全体の課題解決に向けての施策事業に必要な予算が計上されておりま

すので、私は議案第36号に賛成するものであります。 

 同和問題に関する予算につきましては、これまでも地区住民の自主自立を図るための

様々な施策を実施してきたところですが、完全な部落差別の解消には至っておらず、まだ

まだ憂慮すべき状況にあります。部落差別解消法では、部落差別の解消に関する施策の推

進を国及び地方公共団体の責務と規定されており、事業の推進は法に基づくものでありま

すので、関連する予算に賛成します。 

 物価高騰に関する予算につきましては、これまでも国の新型コロナウイルス感染症対策
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地方創生臨時交付金や物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した低所得世帯へ

の給付金をはじめ、給食費の無償化や出産・子育て応援給付金、子供医療費の給付など子

育て世帯を中心とした物価高騰対策事業が実施されてきました。 

 令和７年度におきましても、各種物価高騰対策施策が盛り込まれた一般会計予算となっ

ておりますので、私は予算に賛成いたします。以上です。 

○議長（谷 康男君） 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありません

か。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第36号は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（谷 康男君） 起立多数です。よって、議案第36号令和７年度小豆島町一般会計

予算は委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第37号令和７年度小豆島町国民健康保険事業特別会計予算について、これから

討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第37号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第37号令和７年度小豆島町国

民健康保険事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第38号令和７年度小豆島町後期高齢者医療事業特別会計予算について、これか

ら討論を行います。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 まず、原案に反対の方から発言を許します。13番鍋谷議員。 

○１３番（鍋谷真由美君） 私は、議案第38号後期高齢者医療事業特別会計予算について

反対の立場で討論を行います。 

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を国保や健保から切り離し、高齢者だけの医療保
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険にして負担増と差別医療を強いる医療制度です。病気にかかりやすく治療に時間もかか

る高齢者の窓口負担は、現役世代より低くしてこそ世代間の負担の公平を図ることができ

ます。不公平を拡大し、高齢者の命と健康を脅かし、負担増を押しつける後期高齢者医療

制度は廃止すべきと考えます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。９番三木議員。 

○９番（三木 卓君） 私は、議案第38号について賛成の立場で意見を述べます。 

 後期高齢者医療制度は、医療の高度化などにより医療費が増大する中、現役世代からの

支援金と公費で約９割を賄うとともに、高齢者世代にもその能力に応じて負担をいただく

支え合いの制度です。高齢者だけでなく現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が

安心して医療を受けられる国民皆保険制度を将来にわたって持続可能なものとし、住民の

方々が安心できる暮らしを保障する上で必要な制度であると考えます。 

 令和７年度予算については、町が徴収した保険料に加え、事務経費や県補助金につい

て、広域連合に納付する納付金等を計上したものであり、制度の適切な運営を図るため必

要な予算であると考えます。よって、私は議案第38号に賛成いたします。 

○議長（谷 康男君） 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありません

か。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第38号は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（谷 康男君） 起立多数です。よって、議案第38号令和７年度小豆島町後期高齢

者医療事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第39号令和７年度小豆島町介護保険事業特別会計予算について、これから討論

を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第39号は委員長報告のとおり可決すること

にご異議ありませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第39号令和７年度小豆島町介

護保険事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第40号令和７年度小豆島町介護サービス事業特別会計予算について、これから

討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第40号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。議案第40号令和７年度小豆島町介護サービ

ス事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第41号令和７年度小豆島町介護予防支援事業特別会計予算について、これから

討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第41号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第41号令和７年度小豆島町介

護予防支援事業特別会計予算は委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第42号令和７年度小豆島町介護保険施設事業会計予算について、これから討論

を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第42号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第42号令和７年度小豆島町介

護保険施設事業会計予算は委員長報告のとおり可決されました。 

 次、議案第43号小豆島産業会館の指定管理者の指定について、これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第43号は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第43号小豆島産業会館の指定

管理者の指定については委員長報告のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４５号 令和６年度小豆島町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第５ 議案第４６号 令和６年度小豆島町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

  日程第６ 議案第４７号 令和６年度小豆島町介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

              号） 

○議長（谷 康男君） 次、日程第４、議案第45号令和６年度小豆島町一般会計補正予算

（第８号）から日程第６、議案第47号令和６年度小豆島町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）までは相関する案件でありますので、併せて提案理由の説明を求めます。町

長。 

○町長（大江正彦君） 議案第45号令和６年度小豆島町一般会計補正予算（第８号）につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 一般会計において補正をお願いいたします額は２億8,730万１千円の減額でございま

す。 

 補正の内容といたしましては、議会費198万６千円の減額、総務費221万３千円、民生費

502万１千円、衛生費7,173万円の減額、農林水産業費957万５千円、商工費3,391万円の減

額、土木費１億2,042万６千円の減額、消防費947万９千円、教育費7,920万３千円の減

額、公債費633万４千円の減額となっております。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたします。 
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 また、議案第46号国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）及び議案第47号介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）につきましても、それぞれ担当課長から説明いたしま

すので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 日程第４、議案第45号令和６年度小豆島町一般会計補正予算（第

８号）の内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 議案第45号令和６年度小豆島町一般会計補正予算（第

８号）についてご説明を申し上げます。 

 上程議案集の２ページをお開き願います。 

 第１条は歳入歳出予算の補正であります。既定の歳入歳出予算の総額から２億8,730万

１千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ131億8,662万１千円とするものでござい

ます。 

 第２条は繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度

に繰り越して使用することができる経費を６ページから７ページの第２表繰越明許費のと

おり定めるものでございます。 

 第３条は地方債の補正であり、８ページ、９ページの第３表地方債補正のとおり追加、

変更するものであります。 

 ６ページから７ページの第２表繰越明許費をご覧ください。 

 記載のとおり、30の事業について繰越しを行うものでございます。繰越明許費につきま

しては、例年同様に国の補正予算との関係をはじめ、半導体等資材不足、現地での施工方

法の検討、土地所有者との交渉、地元や漁協等関係機関との協議、受託事業者との調整な

ど、事業実施に不測の日数等を要することから、予算を繰り越すものでございます。 

 なお、翌年度繰越額合計は13億5,964万１千円となっており、主な事業を申し上げます

と、町防災行政無線（同報系）再整備事業が３億9,478万７千円、池田地区更新住宅整備

事業が３億2,840万円となってございます。 

 次に、８ページの第３表地方債補正をご覧ください。 

 まず、追加につきましては、空き家資源活用住宅整備事業の限度額を470万円に定める

ものであり、こちらは坂手地区に続き、現在神懸通地区におきまして２軒目となる空き家

改修を実施しておりますが、その財源として過疎対策事業債の活用が可能となったことか

ら、新たに地方債を発行するものでございます。 

 次に、変更につきましては、入札等による事業費の変更、国庫支出金等の控除財源の変

動、県営事業予算との関係等によりまして起債額が増減しておりますが、各事業の補正後
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の限度額は表に記載のとおりでございます。なお、地方債全体ではマイナス２億5,430万

円の減となってございます。 

 続きまして、補正予算の内容をご説明申し上げます。 

 別冊の令和６年度小豆島町一般会計補正予算（第８号）説明書の14、15ページをお開き

願います。 

 今回の補正予算につきましては、例年同様人件費の補正、各種事業及び社会保障給付費

等の精算見込みによる減額、原油価格の高騰による電気代の追加補正等が主な内容となっ

ております。つきましては、人件費及び光熱水費の補正とこれまでの議会において既にご

審議を賜り、議決を頂戴している事業の精算見込み等による減額の補正、あるいは国県補

助金等精算に伴う返還金につきましては、昨年度と同様に説明を割愛させていただき、新

たに追加補正で計上しております科目につきご説明申し上げます。また、歳入予算の補正

につきましては、歳出予算の説明に併せて財源の内訳として説明させていただきます。 

 まず、ページの中段になります、２款総務費、１項２目文書費、11節役務費200万円に

つきましては、昨年10月に郵便料金が値上げとなり、住民の皆様へお届けする各種通知の

郵便代予算が不足することから、補正予算をお願いするもので、財源は一般財源でござい

ます。 

 次に、６目財産管理費、10節需用費214万５千円につきましては、庁舎西館の非常用発

電機が老朽化により故障し、現在運転ができない状況にあることから、緊急修繕を実施す

るものであり、財源は一般財源でございます。 

 次に、７目企画費、７節報償費700万円から24節積立金1,250万円につきましては、ふる

さと納税寄付金が好調であり、１月開催の臨時議会において、本年度の寄付額を12億

7,500万円と予測し、ご議決を賜っておりましたが、さらに予想を上回る寄付を頂戴して

おり、本年度の寄付見込額を13億円とし、差額となる2,500万円の追加補正をお願いする

ものでございます。なお、７節報償費700万円については、寄付額の28％となる特産品等

の返礼品を計上し、11節役務費550万円は、寄付額の22％となるポータルサイト等の手数

料であり、24節積立金1,250万円については寄付額の50％で、次年度以降のまちづくりの

貴重な財源として、ふるさとづくり基金への積立金をそれぞれ計上したものでございま

す。 

 次に、１行飛ばしまして、14目公共交通対策費、12節委託料６万８千円につきまして

は、オリーブバス中山線の運行委託におきまして燃料が高止まりしていることから、委託

料が微増となるもので、財源は一般財源でございます。 
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 その下、18節負担金補助及び交付金4,017万８千円につきましては、極めて厳しい経営

環境にあるオリーブバスを支えるため、土庄町と一緒に運営費を補填するものであり、財

源は一般財源でございますが、８割が特別交付税で措置される予定でございます。なお、

総務建設常任委員会にてご報告したとおり、４月からの運賃改定とダイヤ改正によりまし

て、オリーブバスの赤字低減を促していきたいと考えてございます。 

 次に、16目財政調整基金費、24節積立金996万円につきましては、改良住宅の更新に当

たり発行した公営住宅債と今後の借金返済の財源を確保するため、減債基金の一部につい

て証券運用を開始し、当該利子が大幅に増額となることから、減債基金へ積み立てるもの

であり、財源は利子及び配当金でございます。 

 次に、ページをめくっていただき、真ん中より少し下になります、３項１目戸籍住民基

本台帳費、17節備品購入費34万４千円につきましては、戸籍等証明に使用する契印機につ

きまして事務の効率化を進めるため、池田窓口センターと福田出張所に自動契印機を各１

台導入する費用を計上したもので、財源は一般財源でございます。 

 次に、ページをめくっていただきまして、一番上になります、３款民生費、１項２目高

齢者福祉費、27節繰出金225万３千円につきましては、介護保険事業特別会計の介護給付

費が増額となることから、一般会計負担割合相当額につきまして特別会計へ繰り出すもの

で、財源は一般財源でございます。 

 次に、３目後期高齢者医療費、18節負担金補助及び交付金341万５千円につきまして

は、令和５年度の後期高齢者医療給付費市町負担金が確定し、不足となった精算金につい

て計上したもので、財源は一般財源でございます。 

 次に、５目障害者福祉費、18節負担金補助及び交付金、説明欄４の社会福祉施設等整備

費補助金319万円につきましては、ひまわり福祉会が令和７年度に整備予定の障害者グル

ープホームにおける設計監理費に対し、土庄町と協調して負担するもので、財源はふるさ

とづくり基金であります。 

 次に、２行飛ばしまして、８目地域包括ケア推進費、18節負担金補助及び交付金109万

２千円につきましては、夜間等の救急艇搬送は瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の枠組みを

活用し、高松市の救急艇によって実施してございますが、搬送件数が増加し、予算が不足

することから、負担金を追加計上したもので、財源は土庄町からの負担金とふるさとづく

り基金でございます。 

 次に、２項１目児童福祉総務費、19節扶助費259万円につきましては、インフルエンザ

等の流行によりまして子ども医療費の予算が不足する見込みであることから、追加計上し
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たもので、財源は県支出金、ふるさとづくり基金、一般財源でございます。 

 次に、ページをめくっていただきまして、真ん中になります、４款衛生費、１項３目環

境衛生費、18節負担金補助及び交付金35万円につきましては、猫の不妊去勢手術費補助件

数が本年度に入って大幅に増加しており、12月議会において70匹分の補正をお願いしてお

りましたが、今回さらに70匹分の追加をお願いするもので、最終的な補助件数は240件を

見込んでございます。なお、財源は一般財源であります。 

 次に、ページをめくっていただきまして、一番上になります、３項水道費、１目上水道

費、23節投資及び出資金2,920万４千円につきましては、水道管の老朽対策として香川県

広域水道企業団小豆島事業体が実施する配水管等更新工事費の３分の１を出資するもの

で、このうち国庫補助対象事業分が311万２千円、単独事業分が2,609万２千円となってお

り、財源は出資債と水道基金からの繰入金でございます。 

 次に、４項１目病院費、18節負担金補助及び交付金1,580万４千円につきましては、小

豆島中央病院企業団負担金の算定根拠となります交付税措置額におきまして、訪問看護及

び不採算地区公的病院の算入額等が増額となったことから、負担金の追加をお願いするも

ので、財源は一般財源でございます。 

 次に、ページの一番下になります、６款農林水産業費、１項８目地籍調査費、１節報酬

527万３千円から、13節使用料及び賃借料114万９千円につきましては、令和７年度に予定

しておりました地籍調査の事業予算において、国の令和６年度補正予算を活用して事業を

実施したほうが補助金獲得に当たり有利となることから、人件費、測量委託料等の費用に

ついて前倒しで予算を計上したもので、財源は県支出金と一般財源でございます。 

 次に、ページをめくっていただきまして、真ん中になります、７款商工費、１項４目観

光施設費、10節需用費107万８千円につきましては、ふるさと村のうみちかふらっとのエ

アコンが故障したことから、２台分の追加更新費用を計上したもので、財源はふるさと村

整備運営基金であります。 

 次に、ページをめくっていただき、真ん中より少し下になります、８款土木費、４項１

目港湾管理費、10節需用費、説明欄２、修繕料134万１千円につきましては、草壁港浮き

桟橋の機能向上に向けまして、200ボルトの給電設備と街灯のＬＥＤ化等を実施するもの

で、財源は一般財源でございます。 

 次に、ページをめくっていただき、真ん中より少し上になります、９款消防費、１項１

目常備消防費、18節負担金補助及び交付金947万９千円につきましては、人事院勧告に伴

う人件費の増加に加え、消防ポンプ車の緊急修繕等を実施したことによりまして、小豆広
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域への負担金が増額となることから計上したもので、財源は一般財源であります。 

 次に、ページの下から３行目、10款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、10節需用

費66万６千円と、11節役務費73万４千円につきましては、小学校の図書充実と子供たちが

しょうゆ産業を学ぶための副読本作成に当たり、令和５年度と令和６年度に指定寄付があ

ったことから、寄付者の意向を尊重し、それぞれ必要となる予算を計上したもので、財源

はふるさとづくり基金と寄付金でございます。なお、児童用副読本作成に当たりましては

ＮＰＯ法人トティエに委託し、制作する予定でございます。 

 次に、３目放課後児童クラブ事業費、10節需用費39万９千円につきましては、池田放課

後児童クラブの漏水修繕と火災報知機の配線取替え修理を実施する費用を計上したもの

で、財源はふるさとづくり基金でございます。また、12節委託料247万４千円につきまし

ては、内海第一、第二、池田放課後児童クラブの運営を委託するに当たり、国の交付基準

額が改定され、それぞれ増額となることから追加計上したもので、財源は国、県、町それ

ぞれが３分の１となっており、町負担分については一般財源でございます。 

 次に、ページをめくっていただき、一番上になります、３項中学校費、２目教育振興

費、10節需用費10万円につきましては、先ほど小学校費で申し上げましたが、生徒用図書

の充実に向けて指定寄付があったことから、図書の購入費を計上したもので、財源はふる

さとづくり基金でございます。 

 次に、ページの真ん中になります、４項就学前教育費、４目保育所費、12節委託料、説

明欄１、延長保育事業委託料48万２千円と説明欄２、地域子育て支援拠点事業委託料45万

９千円につきましては、国の交付基準額が改定され、それぞれ増額となることから追加計

上したもので、財源は国、県、町それぞれ３分の１となっており、町負担分については一

般財源でございます。 

 最後に、ページをめくっていただきまして、上から２行目でございます。 

 ６項保健体育費、２目学校給食施設費、10節需用費、説明欄１、修繕料211万２千円に

つきましては、食器消毒保管庫が故障したことに加え、ボイラーの蒸気配管が裂けたこと

から緊急修繕を実施するもので、また説明欄２、賄い材料費681万２千円につきまして

は、教育民生常任委員会でもご説明したとおり、物価高騰の影響により給食の食材費も高

騰を続けておりまして、賄い材料費が不足することから補正予算をお願いするもので、財

源は全てふるさとづくり基金でございます。以上、駆け足での説明となりましたが、議案

第45号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。鍋谷議員。 
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○１３番（鍋谷真由美君） 説明の中で26ページ、27ページでしたか、うみちかふらっと

のエアコンの整備と言われたんですけど、これは、あそこを整備したときにつけたエアコ

ンなのか、もともとあったやつが壊れたのか、割と最近だったと思うんですけど、どの程

度利用されていたのかお尋ねします。 

○議長（谷 康男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（相原隆幸君） 鍋谷議員のご質問でございますけれども、まずはもとも

とあったエアコンなんですけれども、能力が弱いということで今回更新をかけさせていた

だきます。それと、利用状況ですけれども、ご指摘の部分については整備以来周知に努め

ているんですけれども、利用状況についてはあんまり芳しくない状況でございます。こち

らについては、当然指定管理にふるさと村を出しておりますので、例えば宿泊施設とワー

ケーションをセットにするような商品として販売する、そういったことも今、検討してお

りますので、４月号だったと思いますけども、４月号の広報で改めてうみちかふらっとの

利用について促してまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第45号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第45号令和６年度小豆島町一

般会計補正予算（第８号）は原案のとおり可決されました。 

 次、日程第５、議案第46号令和６年度小豆島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の内容説明を求めます。健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（中島有紀君） 議案第46号令和６年度小豆島町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 追加上程議案集の10ページをお願いいたします。 

 第１条は、既定の額に歳入歳出それぞれ567万３千円を追加し、歳入歳出の総額をそれ

ぞれ18億793万４千円とするものでございます。 
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 内容につきましては、別冊の補正予算説明書により説明させていただきます。 

 説明書の42、43ページをお願いいたします。 

 歳入予算につきましては、歳出予算の財源内訳として併せてご説明させていただきま

す。 

 ７款諸支出金、１項２目償還金につきましては、令和５年度に交付を受けた療養給付費

等交付金を精算するため、超過交付分14万７千円を増額補正するものでございます。財源

につきましては、前年度繰越金を充当いたします。 

 次に、３項１目直営診療施設勘定繰出金につきましては、小豆島中央病院で実施してお

ります訪問看護等の在宅ケアサービスや医療機器整備に係る費用について、県補助金とし

て受け入れた額を小豆島中央病院に繰り出すもので、補助金額が増額となる見込みである

ことから、552万６千円を増額補正するものでございます。以上、簡単ではございます

が、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第46号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第46号令和６年度小豆島町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は原案のとおり可決されました。 

 次、日程第６、議案第47号令和６年度小豆島町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）の内容説明を求めます。高齢者福祉課長。 

○高齢者福祉課長（古郷信子君） 議案第47号令和６年度小豆島町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 追加上程議案集の12ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,803万円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ21億7,919万７千円とするものでございます。 

 今回の補正は、介護サービス等の利用実績に基づき予算を精査した結果、介護給付費等
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に過不足が生じるため、所要の補正を行うものでございます。 

 内容につきましては、別冊の補正予算説明書により説明させていただきます。 

 説明書の50ページ、51ページをお開き願います。 

 初めに、歳入でございます。 

 ３款国庫支出金から５款県支出金につきましては、歳出における介護給付費等の増額に

伴い、それぞれの負担割合に応じて追加計上しております。 

 また、７款１項１目介護給付費繰入金及び８款１項１目前年度繰越金につきましても、

介護給付費等の実績見込額に併せてそれぞれ増額しております。 

 続きまして、52ページ、53ページの歳出の補正についてご説明いたします。 

 ２款保険給付費、１項１目居宅サービス給付費につきましては、要介護者に対するデイ

サービスやショートステイ等の居宅介護サービス及び小規模多機能型居宅介護等地域密着

型サービスの利用実績が当初の見込みを上回ったため、7,400万円を増額補正するもので

ございます。 

 また、２目施設サービス給付費につきましては、当初の見込みより利用実績が伸びず、

不用額として3,500万円を減額しております。 

 次に、２項１目予防サービス給付費につきましては、要支援者に対する通所サービス、

地域密着型サービス等の利用実績に基づき、不用額として1,200万円を減額しておりま

す。 

 次の４項１目高額医療合算介護サービス費及び５項１目特定入所者介護サービス費につ

きましては、対象者や利用実績の減に伴い、不用となる額をそれぞれ減額するものでござ

います。 

 最後の６項１目審査支払手数料につきましては、国保連合会での審査件数の増に伴い、

手数料の不足分を増額するものでございます。以上、簡単ではございますが、議案第47号

の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 
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 議案第47号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第47号令和６年度小豆島町介

護保険事業特別会計補正予算（第３号）は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４８号 小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改 

              正する条例について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第７、議案第48号小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めま

す。町長。 

○町長（大江正彦君） 議案第48号小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、育児・介護休業法の改正に伴い、超過勤務の免除の対象となる子の範囲を拡大

するとともに、仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備について規定す

るため、本条例に所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（山口総一郎君） 上程議案集の14ページをお願いいたします。 

 議案第48号小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

てです。 

 本条例につきましては、令和６年５月31日に公布された育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正す

る法律の施行に伴い、超過勤務の免除の対象となる子の範囲を拡大するとともに、仕事と

介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備について規定するため、所要の改正を

行うものでございます。 

 新旧対照表によりご説明いたします。 

 第８条の３の改正は、超過勤務の免除の対象となる子の範囲を３歳に満たない子から、

小学校就学の始期に達するまでの子に拡大する改定でございます。 

 次のページ、第15条の改正は、配偶者等の定義を定めるものでございます。 

 次のページ、17条の２、第17条の３は、仕事と介護の両立支援制度の周知、情報提供、
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実施に当たっての勤務環境の整備等について、新たに定めるものでございます。 

 次に、附則についてご説明いたします。 

 第１項において、施行期日を令和７年４月１日とするものでございます。 

 第２項では経過措置として、時間外勤務制限の請求を施行日前でも行うことができるこ

とを定めるものでございます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第48号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第48号小豆島町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第４９号 小豆島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する 

              条例について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第８、議案第49号小豆島町職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町

長。 

○町長（大江正彦君） 議案第49号小豆島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、育児・介護休業法の改正に伴い、本条例に所要の改正を行うものでございま

す。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（山口総一郎君） 上程議案集の18ページをお願いいたします。 
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 議案第49号小豆島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてで

す。 

 本条例につきましても、議案第48号と同様に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の

施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 新旧対照表によりご説明いたします。 

 第18条の改正は、字句の追加、削除、条ずれを整備するものでございます。 

 次に、附則についてご説明いたします。 

 附則において、令和７年４月１日から適用することとしております。以上で説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。鍋谷議員。 

○１３番（鍋谷真由美君） 先ほどのと併せて、現状でこの対象になる職員の方っていう

のはどれぐらいおられるのか、大体で分かればお願いします。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（山口総一郎君） 最近、町の職員も出産等で増えてきておるのが現実でござ

います。何人いるかって言われると、うちも手元に用意しておりませんので申し訳ござい

ませんが、実際育児休暇とかで特別休暇を取る職員がございます。結構私のほうにも決裁

が回ってくるんですけども、結構多い人数でそういう制度を利用している職員がおるのが

現状でございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第49号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第49号小豆島町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第９ 議案第５０号 ビジネスフォンシステム導入に係る物品購入契約の変更に 

              ついて 

○議長（谷 康男君） 次、日程第９、議案第50号ビジネスフォンシステム導入に係る物

品購入契約の変更についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（大江正彦君） 議案第50号ビジネスフォンシステム導入に係る物品購入契約の変

更について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、令和７年第１回臨時会でご議決を賜りましたビジネスフォンシステム導入に係

る物品購入契約について、納期を変更する必要が生じたことから、物品購入契約を変更す

ることについて、地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（山口総一郎君） 上程議案集の20ページをお開きください。 

 議案第50号ビジネスフォンシステム導入に係る物品購入契約の変更についてです。 

 本案は、クレーム対応による電話受付業務の精神的負担軽減のため、庁舎内の電話機に

音声メッセージが流れて録音するという自動録音機能つきの電話機を導入するものでござ

いますが、制作に不測の日数を要するため、項目４の導入期限を令和７年３月31日から令

和７年12月26日まで延長することから、小豆島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条及び地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議

決を求めるものでございます。以上、簡単ですが、説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第50号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第50号ビジネスフォンシステ

ム導入に係る物品購入契約の変更については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第５１号 二面分団普通積載車購入事業に係る物品購入契約の変更 

               について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第10、議案第51号二面分団普通積載車購入事業に係る物

品購入契約の変更についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（大江正彦君） 議案第51号二面分団普通積載車購入事業に係る物品購入契約の変

更について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、今期定例会初日にご議決を賜りました二面分団普通積載車購入事業に係る物品

購入契約について、納期を変更する必要が生じたことから、物品購入契約を変更すること

について、地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（山口総一郎君） 上程議案集の22ページをお願いいたします。 

 議案第51号二面分団普通積載車購入事業に係る物品購入契約の変更についてです。 

 本案は、登録後27年が経過し、老朽化が著しい二面分団普通積載車の更新を目的に、新

たに消防資機材取付け装置を装備した車両を購入するものでございますが、制作に不測の

日数を要するため、項目４の契約納期を令和７年３月31日から令和８年２月27日まで延長

することから、小豆島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条及び地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。以上、簡単ですが、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 
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 議案第51号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第51号二面分団普通積載車購

入事業に係る物品購入契約の変更については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第５２号 馬木ポンプ場№２ポンプ更新工事に係る工事請負契約の 

               変更について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第11、議案第52号馬木ポンプ場№２ポンプ更新工事に係

る工事請負契約の変更についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（大江正彦君） 議案第52号馬木ポンプ場№２ポンプ更新工事に係る工事請負契約

の変更について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、令和７年第１回臨時会でご議決を賜りました馬木ポンプ場№２ポンプ更新工事

に係る工事請負契約について、工期を変更する必要が生じたことから、工事請負契約を変

更することについて、地方自治法第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（三木宜紀君） 上程議案集24ページをお願いします。 

 議案第52号馬木ポンプ場№２ポンプ更新工事に係る工事請負契約の変更についてご説明

を申し上げます。 

 ただいま説明がありましたように、この１月27日の第１回小豆島町議会臨時会において

ご議決頂きました馬木ポンプ場№２ポンプ更新工事でございますが、このポンプは現在壊

れておりまして、早急に入れ替える必要があるということで、工事を発注したものです

が、契約工期内の竣工が困難になったため、今回工期を延長するものです。４番の契約の

工期のところをご覧ください。変更前ということで、現在令和７年１月27日から令和７年

３月31日までの工期を変更後ということで、来年の令和８年２月27日まで11か月の工期延

長をしようとするものです。小豆島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条及び地方自治法第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求める

ものでございます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第52号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第52号馬木ポンプ場№２ポン

プ更新工事に係る工事請負契約の変更については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 閉会中の継続調査の申し出について 

  日程第１３ 閉会中の継続調査の申し出について 

  日程第１４ 閉会中の継続調査の申し出について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第12から日程第14、閉会中の継続調査の申し出について

を一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、日程第12から日程第14を一括議題

とします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から、各委員会において調査中の案件に

つき、会議規則第74条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続調査の申出があ

ります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり閉会

中の継続調査に付することに決定されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 以上をもちまして今期定例会の全日程を終了しましたので、会議を閉じます。 

 これをもちまして令和７年第１回小豆島町議会定例会を閉会します。 

 長期間にわたり、大変ご苦労さまでした。 
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            閉会 午後２時35分 
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